
問 題

教育再生実行会議（2016）は特別支援教育の対象となる幼児・児童・生徒に関する乳幼児期

から高等学校までの個別の支援情報を集約する資料として、個別カルテ（仮称）の作成を義務

化することを提言した。個別カルテとは当該児の進級、進学、就労に伴う変更事項（支援目標、

支援内容、支援方法など）を支援者間で切れ目なく引き継ぐことを目的とするものである。こ

の教育再生実行会議の提言を受け、文部科学省は2020年に改訂される学習指導要領に個別カル

テを盛り込むよう準備を進めている。

現行の特別支援学校学習指導要領等（文部科学省、2009；文部科学省、2015）では、特別支

援学校の幼稚部、小学部、中学部、高等部に在籍する幼児・児童・生徒に対して個別の指導計

画及び個別の教育支援計画の作成が義務づけられている。個別の指導計画とは当該児一人ひと

りの教育的ニーズを把握した上で個別の指導目標、指導内容、指導方法を記載した計画書であ

り、個別の教育支援計画とは当該児一人ひとりの乳幼児期から学校卒業後までの長期的視点に

立った個別の教育計画書である。しかしながら、個別の指導計画及び個別の教育支援計画の作

成は幼稚園、小学校、中学校、高等学校に在籍する幼児・児童・生徒に対しては義務づけられ

ていない（文部科学省、2007）。個別の指導計画及び個別の教育支援計画を土台として日々の教

育実践が行われることを考えると、幼稚園、小学校、中学校、高等学校に在籍する個別の教育

的ニーズのある幼児・児童・生徒に対する特別支援教育体制は不十分な点があるといえる。こ

の点を補完するため、個別カルテではその作成義務の対象を特別支援学校、特別支援学級に在

籍する幼児・児童・生徒、及び通級による指導を受ける児童・生徒に拡大する。

個別カルテの作成を義務化するよう提言された背景には、特別支援教育の理念が「障害のあ

る幼児児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、幼児児
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童生徒一人一人の教育的ニーズを把握し、その持てる力を高め、生活や学習上の困難を改善又

は克服するため、適切な指導及び必要な支援を行うもの」としている点にある（文部科学省、

2007）。すなわち、特別支援教育の実践は幼児・児童・生徒一人ひとりの的確な実態把握から始

まるといえる。

客観性のある実態把握から始まり、①個別の指導計画及び個別の教育支援計画の作成、②教

育実践、③教育実践の効果検証までを一連とした研究は事例検討を通して報告されている。し

かしながら、標準化されていない独自に作成したチェックリストを用いて実態把握を試みてい

るため、客観性のある実態把握とはいえない（泉ら、2016；南、2012；八束、2014：和田ら、

2015）。また、標準化された知能・発達検査を用いて実態把握を行ってはいるものの、教育実践

の効果検証が当該教員の主観的評価であるため、客観性のある教育実践の効果検証とはいえな

い（海津ら、2004）。

そこで、本研究では、客観性のある実態把握及び教育実践の効果検証に着目した。すなわち、

複数の当該児に対して標準化された知能・発達検査を用いた実態把握を試み、その実態把握に

基づいて、①個別の指導計画及び個別の教育支援計画の作成、②教育実践、③尺度を用いた教

育実践の効果検証までを一連として実施した。これにより、知能・発達検査を用いた実態把握

に基づく特別支援教育実践の効果を客観的視点から検討した。

方 法

�．研究参加者

本研究の参加者はA特別支援学校の小学部、中学部、高等部に在籍する児童・生徒の中からB

特別支援学校教員が抽出した児童・生徒、B小学校の特別支援学級に在籍するすべての児童で

あった（表�）。
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表� 研究参加者の特性

�歳7カ月
（�歳�カ月〜�歳11カ月）

12歳�カ月
（12歳�カ月〜13歳�カ月）

15歳�カ月
（15歳�カ月〜15歳11カ月）

�歳�カ月
（	歳
カ月〜11歳10カ月）

3

3

2

10

A特別支援学校
小学部

中学部

高等部

B小学校
特別支援学級

事前評価時の平均年齢

（年齢幅）
N
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�．手続き

X年�月から�月にかけて、本研究代表者はA特別支援学校の複数の教員と共に本研究に基

づく教育実践の効果について検討を重ねた。その結果、本研究期間が1年間であることから、本

研究に基づく教育実践の効果としては本研究参加者の知能・発達が一層向上することは期待で

きず、本研究参加者の学級担任の教員としての自己効力感が一層向上することが考えられた。

そのため、本研究参加者に対して標準化された知能・発達検査を実施し、本研究参加者の学級

担任に対して教員としての自己効力感を尺度化した質問紙調査を実施することとした。

その後、本研究代表者はA特別支援学校のC教員（研究主任）と本研究の計画及び実施方法に

ついて打ち合わせを複数回行った。また、同時期に本研究代表者はB小学校の特別支援学級の

D教員（主任）とも同様に打ち合わせを行った。この打ち合わせを通して、A特別支援教学校、

B小学校の特別支援学級それぞれの実施時の配慮事項について詳細に確認した。

知能・発達検査の実施に当たっては以下の手続きを経た。

① 本研究代表者は本研究参加者の学級担任に対して書面及び口頭によって本研究の概要を

説明した。

② ①の後、当該学級担任は本研究参加者の保護者に対して書面及び口頭によって本研究の

概要を説明した。本研究への参加に同意した保護者は同意書に署名した。

③ ②の後、本研究代表者は本研究参加者に対して知能・発達検査を実施する前に口頭及び視

覚情報によって本研究の概要を説明した。本研究への参加に同意した本研究参加者に対

して知能・発達検査を実施した。

�．知能・発達検査

X年�月から	月にかけて、本研究に基づく教育実践の効果検証に係る事前評価として本研

究代表者は本研究参加者に対して知能・発達検査を実施した。知能・発達検査には新版K式発

達検査2001（以下、新K式2001とする）を用いた。新K式2001は当該児と検査者が道具、言語を

介してやりとりをし、当該児の発達段階を客観的に評価するものである。新K式2001の検査手

順は新K式2001の実施手引書に従った（生澤ら、2002）。新K式2001の結果は、①全領域、②姿勢

運動領域（Postural-Motor area、以下PMとする）、③認知適応領域（Cognitive-Adaptive area、以下

CAとする）、④言語社会領域（Language-Social area、以下LSとする）の�領域それぞれの発達指

数（Developmental Quotient、以下DQとする）、発達年齢（Developmental Quotient、以下DAとす

る）によって表される。PMは運動に関する能力を表し、CAは概念形成や意図的操作といった

非言語性能力を表し、LSは言葉やコミュニケーションといった言語性能力を表す。なお、PM

は評価可能なDAが�歳	カ月までであるため、この上限を超える場合は評価することができ

ない。

新K式2001の実施後、本研究代表者は検査結果報告書を作成した。その後、本研究代表者、当

該児の学級担任及び関連教員による検討会を開催し、当該児の検査結果報告書及び学級担任の

行動観察を基にして当該児を詳細に実態把握し、個別の指導の方針を検討した。そして、当該

児の学級担任は検討会の内容を参照しながら当該児の個別の指導計画及び個別の教育支援計画

を作成した。作成した個別の指導計画及び個別の教育支援計画に沿って、学級担任及び関連教

員は当該児に対して教育実践を行った。

X＋�年�月から�月にかけて、本研究に基づく教育実践の効果検証に係る事後評価として

本研究代表者は本研究参加者に対して新K式2001を実施した。
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�．教師効力感尺度

教員としての自己効力感を尺度化した質問紙調査の実施に当たっては以下の手続きを経た。

① 本研究代表者は本研究参加者の学級担任に対して書面及び口頭によって本研究の概要を

説明した（「2．知能・発達検査」の①と同じ）。本研究への参加に同意した学級担任は同

意書に署名した。

② ①の後、本研究代表者は当該学級担任に対して質問紙を配布した。

③ 当該学級担任は回答が済んだ質問紙を回収用封筒に入れて封を閉じて提出した。

本研究参加者の学級担任はA特別支援学校に在籍する本研究参加者の学級担任の中からA特

別支援学校が抽出した教員、B小学校の特別支援学級に在籍する本研究参加者の学級旧担任の

すべての教員であった（表�）。

X年�月から	月にかけて、本研究に基づく教育実践の効果検証に係る事前評価として本研

究代表者は本研究参加者の学級担任に対して質問紙調査を実施した。質問紙には教師効力感尺

度を用いた（春原、2007）。教師効力感尺度は26項目から構成される�件法の質問紙であり、逆

転項目も含まれる。教師効力感尺度の結果は、①全体、②学級管理・運営（「問題のある子ども

に、クラス全体をめちゃめちゃにさせないように指導できる」を含む11項目）、③教授・指導（「授

業で子どもがつまずいた時に、別の説明や例を提示することができる」を含む�項目）、④子ど

も理解・関係形成（「子どもとの親密な人間関係をつくれるかどうか不安だ」を含む	項目）の

�領域それぞれの得点によって表される。

X＋�年�月から�月にかけて、本研究に基づく教育実践の効果検証に係る事後評価として

本研究代表者は本研究参加者の学級担任に対して、事前評価と同様、教師効力感尺度を実施し

た。

分析は本研究に基づく教育実践による学級担任への効果の傾向を検討するため、教師効力感

尺度の�領域の得点それぞれについて学級担任の所属（特別支援学校、特別支援学級）と評価

時期（事前、事後）の�要因参加者間内混合計画の分散分析を行った。

�．倫理的配慮

本研究参加者、本研究参加者の保護者、本研究参加者の学級担任に対する本研究の説明は上

述した通りである（「�．知能・発達検査」、「�．教師効力感尺度」）。
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表� 本研究参加者の学級担任の特性

12.4年（12.4年）

16.5年（6.5年）

5

4

A特別支援学校

B小学校の特別支援学級

事前評価時の平均教員歴

（特別支援学校または特別支援教育支援学級の平均教員歴）
N
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結果と考察

A特別支援学校に在籍する本研究参加者の学級担任、B小学校の特別支援学級に在籍する本

研究参加者の学級担任それぞれの教師効力感尺度の�領域の得点を算出した（表�）。

学級担任の所属の主効果は�領域の得点すべてにおいて有意でなかった（全体：F（1、7）＝

.64、n. s.；学級管理・運営：F（1、7）＝.51、n. s.；教授・指導：F（1、7）＝1.05、n. s.；子

ども理解・関係形成：F（1、7）＝.18、n. s.）。評価時期の主効果は教師効力感尺度の全体得点

及び教授・指導得点において有意であり、学級管理・運営得点及び子ども理解・関係形成得点

においては有意でなかった（全体：F（1、7）＝6.79、p < .05；学級管理・運営：F（1、7）＝

3.45、n. s.；教授・指導：F（1、7）＝6.73、p < .05；子ども理解・関係形成：F（1、7）＝3.54、

n. s.、図�）。学級担任の所属と評価時期の交互作用は�領域の得点すべてにおいて有意でな

かった（全体：F（1、7）＝.18、n. s.；学級管理・運営：F（1、7）＝.22、n. s.；教授・指導：

F（1、7）＝.08、n. s.；子ども理解・関係形成：F（1、7）＝.04、n. s.）。

以上のことから、個別の教育的ニーズのある児童・生徒に対して客観性のある実態把握を試

み、この実態把握に基づいて、①個別の指導計画及び個別の教育支援計画の作成、②教育実践、

③尺度を用いた教育実践の効果検証までを一連として実施したところ、教育実践の効果として

当該児の学級担任の教師効力感が有意に向上した。さらに、教師効力感を詳細に検討したとこ

ろ、教授・指導に関する教師自己効力感が有意に向上し、学級管理・運営及び子ども理解・関

係形成に関する教師自己効力感は向上しなかった。つまり、客観性のある実態把握に基づいて

教育実践を行うことは、児童・生徒に対する直接的指導場面における教員としての自己効力感

を向上させる効果があることが示唆された。

今後の課題は、本研究における一連の取り組み、すなわち客観性のある実態把握から始まり、

①個別の指導計画及び個別の教育支援計画の作成、②教育実践、③教育実践の効果検証までを

一連とする取り組みを一層整備していくことが挙げられる。そのためには、A特別支援学校、B

小学校の特別支援学級において本研究における一連の取り組みを継続して実施し、それによる

知見を集積する必要がある。また、。本研究における一連の取り組みをA特別支援学校、B小学
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3.63

3.56

3.56

3.87

3.92

3.89

3.89

4.04

3.35

3.35

3.24

3.50

3.53

3.52

3.50

3.58

A特別支援学校

全体

学級管理・運営

教授・指導

子ども理解・関係形成

B小学校の特別支援学級

全体

学級管理・運営

教授・指導

子ども理解・関係形成

事後評価事前評価
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図� 学級担任の所属と教師効力感の評価時期の関係（上：全体、下：教授・指導）
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校の特別支援学級以外に在籍する幼児・児童・生徒に対しても実施し、それによる知見も集積

する必要がある。

これらを通して、教員が客観性のある実態把握に基づいて教育実践を行うことによる効果を

実感することで、①教員自らが客観性のある実態把握を行う、②その実態把握に基づいて個別

の指導計画及び個別の教育支援計画を作成する、③その計画に沿って教育実践を行う、④その

教育実践の効果を客観的に検証するという一連の取り組みが教員一人ひとりに定着することが

期待される。
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